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ア メ リ カ 電 話 事 業 に お け る

ユ ニ バ ー サ ル ・サ ー ビス(1)

西 田 達 万
口

日

工 は じめ に 課 題 の 設 定

Hユ ニ バ ー サ ル ・サ ー ビ ス の概 念 に つ い て

1.ユ ニ バ ー サ ル ・サ ー ビス を め ぐる概 念 論 争

2,ア メ リ カ議 会 に お け る論 争 を 中 心 に

皿 「ラ イ フ ラ イ ン」 「リ ン ク ア ップ ・ア メ リカ 」 プ ロ グ ラ ム

ユ.電 言舌普 及 率 ・住 宅 用 電 言舌料 金 の 推 移

2.「 ラ イ フ ラ イ ン ・リ ン ク ア ッ プ」 の 制 度 ・状 況

3.先 駆 的 な カ リ フ ォル ニ ア ・プ ロ グ ラ ム

IVお わ り に

1は じめに・一 課題の設定一

公益 事 業 によ って提 供 さ れ るサ ー ビスー 電 気 ・ガス ・水 道 ・電 話 等一 は,

消費者 に とって まさ に生存 す るた めの必 需 品で あ り,通 常 それ は 「ラ イ フラ イ

ン(命 の綱)」 と呼 ばれ て い る。 本稿 にお い て は ,こ の ラ イ フラ イ ンの 中 の電

話事 業 に焦点 をあ て,特 に,ア メ リカ電話 事業 に おい て ラ イ フラ イ ンを担保 す

るユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビスの制 度 ・料 金 につ い て考察 す る。

公益 事 業 はそ の事 業特 性 の ゆ えに長 い間 「公 的 規制 」 の 下 にお かれ て いた が ,

アメ リカ にお け る公益 事 業規 制 の理 論 ・精神 につ い てそ の歴 史 を振 り返 って み

ると,公 益 事 業規 制 の理論 と して は ,ま ず はボ ー ンブ ラ イ トDに 代表 され る理

1)」 ・m・ ・C ・B。 ・b・1区h・,拓 ぬψ あ・ofP・ 占"融 晦R・tes ,N・wY。 ・kC。1㎝bi・U・i・ ・,si・yP.e、 、,

ユ961.
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論 があ げ られ よ う。 この 「公 的規 制 」 理 論 の 主 眼 は,「 規模 の経 済 性 」 が あ る

た め,競 争 的 な成 果 の実現 が 困難 な産業 にお いて競 争 的成 果 を実 現 す る こ とが

規 制の 目標 で あ り,こ の 目標 は規 制 プ ロセ スに よ って実現 され る と考 え る もの

で あ る。 また公 益 事業 規 制 の精神 につ い てあ る法律 の条文 をみ る と,例 えば,

テ キサ ス州 公 益事 業 規 制 法(theTexasUtilityRegulatoryAct)の 第2項 の次

の よ うな規 定 にそ の精 神 が端 的 に表 現 され て い る。 「この法 律 は,公 益 事 業 の

料 金 お よび サ ー ビスが もつ公 共 の利益 を保 護す るた め に制定 され る。公 益 事 業

は,そ の供 給 地域 にお いて独 占で あ る。 それ ゆ え,自 由 な企 業 社会 にお いて価

格 を調 整 す るため の競 争 力 が ここで は働 か ない。 そ こで,こ の よ うな競 争 に代

わ る もの として,公 益 事業 の料 金,運 営,サ ー ビス は公 的機 関 に よ って 規制 さ

れ る こ とに な る。翌 この規 制 法 の精神 に もみ られ る よ うに,公 益 事 業 規制 の 目

的 は,競 争 にな じま ない と考 え られ る市 場 にお い て競争 的 な成 果 を確 保 す るこ

とで あ った 。

この公 益 事 業規 制理 論 の代 表 的 な所 説 にみ られ るよ うに,ア メ リカにお い て

公益 事 業 は 「自然 独 占」 ・「規模 の経済 性 」鋤が貫 徹 す る事業 と考 え られ,長 年

の間,公 益 事 業規 制 政策 が展 開 されて きたので あ るが,こ の分 野 にお け る めざ

ま しい技術 革 新 に よ って 「規 制 緩和 ・競 争 導入 政 策」 が 台頭 す.る こ ととな った。

周 知 の とお り,1970年 代 後 半か ら運輸 ・金融 ・通信 な どの諸 分 野で 「新 保 守 主

義 」 の も と 「規 制 緩 和 ・競争 導 入政 策 」 が 叫 ば れ,こ れ らの 政 策 を推 進 した

人 々か ら公 益 事業 に お け る伝統 的 な 「自然独 占」 政 策 を転換 し,新 しい情 報 技

術 や サー ビス経 済化 の下 で 自由競 争 を導 入 して経 済 の活 性化 を計 り,価 格 の資

源 配 分 機 能 を 再生 し よ う との試 みが な され た こ とは記 憶 に 新 しい 。 これ らの

「公 益 事 業規 制 論 」か ら 「規 制緩 和 ・競 争導 入 政 策」 論 へ の 転換 を主 張 す る論

2)JohnTWenders,THEECONOMICSOFTELECOMMUNICATIONS:TheoryandPolf.

CY,Cambridge,Mass.,BallingerPublishingCompany,1986,p.227.(井 手秀樹監訳 『電気通信の

経済学」NTT出 版,1989年,241ペ ージ)

3)「 自然独占論」については,WilliamW.Sharkey.Thetheoryofnaturalmonopoly,Cambridge

UniversityPress,1982;DavidS.Evans,Breakingし ヶ》Bell:EssaysanIndustrial(㎏ αη此α`ガoη

andRegulation,NewYork,North-Holland,1983.が 言羊しい。
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者は 多数 に上 り,そ のい くつか を検 討 す る と,以 下 の通 りで あ る。

まず,欧 米 に お ける電気 通信 事 業研 究者 として は,ジ ョン ・R・ マ イヤ ー,

ジェ ラル ド ・W・ ブル ー タ,マ ン リー ・R・ イル ウ ィ ン,ジ ェ レ ミィ ・タ ンス

トー ル,ジ ル ・ヒルズ,ジ ョン ・T・ ウェ ンダー ス弔 らが あ げ られ よ うが,そ

の 中 の代 表 的論 者 の 一 人 で あ る ウ ユ.ンダー ス の所 説 か ら検 討 し よ う。 ウ ェ ン

ダー ス は,そ の 代 表 的 な 著 作 で あ る 『THEECONOMICSOFTELE・

COMMUNICATIONS=TheoryandPolicy』 の 中で,電 気 通信 事 業 に対 す る

規制 は早急 に撤 廃す べ きで あ る と して 「現 行の電 気 通信 産 業 に対 す る規 制 は経

済効 率 の観 点 か らすれ ば完 全 な失敗 で あ り,そ れ に代 わ る ものが あ る とす れ ば

規 制緩 和 しか な い」 「規制 緩 和 はな ん ら危 険 な選択 で は ない 。 す なわ ち,・選 択

肢 が規 制緩 和 と規 制 の改 善 で あれ ば,規 制 を改 善 しよ うとす る意 図 には事 態 改

善 の望 み はほ とん どない か ら,選 択 肢 はお のず と決 っ て くる。」5〕と述 べ て い る。

ま た,日 本 に お け る電気 通信 事 業研 究者 として は,南 部 鶴 彦,林 敏 彦,植 草

益,伊 藤 隆敏 氏6}ら が あ げ られ よ うが,そ の中の 代表 的論 者 の一 人で あ る植 草

益氏 の 『公 的規 制 の経 済学 』 を中心 に検討 してみ よ う。 氏 は その 著作 の なか で,

「近年 の技術 革新 や経 済 の国 際 化 の進展,お よ び規 制 の諸 問 題(規 制 コス ト肥

大化等)を 背景 に,規 制緩 和 が各 国 で進捗 して い る現 状 を考 慮 し,ア メ リカ と

4)そ の 代 表 的 著 作 は.JohnR.Meyer,TheEconomic∫ofCompetitionintheTelecommunim[ions

Industry,Cambridge,Mass.,Oelgeschlager,Gunn&Hain,Publishers,Inc.,1980;GeraldW.

Brock,TheTelecommunicationsIndustry:TheDvnamicsofMarketStructure,Cambridge,

Mass.,HarvardUniversityPress,1982;ManleyR.Irwin,TELECOMMUNICATIONS

AMERICA:Market,WithoutBoundaneu,Westpon,Co皿ecticut,Quor…Books,1984;

」eremyTunstall,C・ 加 耀 π'`如 ・・∫1}・ ・9・伽'・n:TheUnleashingofAmerica'sC・ 川 濯 瞬 磁 ・of

Industry,BasilBlackwell,1986;]illHills,DeregulatingTelecoms:CompetitionandControlin

theUnitedStates,JapanandBritain,London,FrancesPinterPublishers,1986;JohnT.Wen-

ders,砂.d`,1986.

5)JohnT,Wenders,OP.ciG,p,217、(邦 訳,263ペ ー ジ 。)

G)そ の 代 表 的 著 作 は,南 部 鶴 彦 「テ レ コ ム'エ コ ノ ミ ク ス 』.日 本 経 済 新 聞 社,1986年i林 敏 彦 編

r公 益 事 業 と 規 制 緩 和 」 東 洋 経 済 新 報 社,1990年:植 草 益r公 的 規 制 の 経 済 学j笈 摩 書 房,1991

年i伊 藤 隆 敏 『消 費 者 重 視 の 経 済 学 一 規 制 緩 和 は な ぜ 必 要 か 一 」 日 本 経 済 新 聞 社,ユ992年 。

な お,上 記 の 中 で 伊 藤 隆 敏 氏 は 「電 気 通 信 事 業 研 究 」 と い う よ リ マ ク ロ経 済 学 の 分 野 に 入 れ た 方

が 適 切 で あ る が,最 近 精 力 的 に 電 気 通 信 を 含 む 各 産 業 分 野 の 「規 制 緩 和 」 の 主 張 を さ れ て い る の

で こ こ で と り あ げ て い る 。
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日本を選択 して,規 制緩和 の実状 を分析 し」 「ア メリカの規制緩和 と比較す る

と,日 本の規制緩和が部分的であることや規制産業におけるカルテル的協調体

制が維持 されてい ること等の原因か ら,規 制緩和 の成果が必ず しも十分 に現れ

ていない」「このた め 日本 においては規制緩和 を今後一層大胆 に推進す る必要

がある」「さらに少 な くとも技術革新 が進展 している産業で は,規 制の諸問題

を解決す る方法 として規制緩和が有効であると同時に,経 済活動 の国際的緊密

化が急速に進展 してい る現状 では規制緩 和は避 けられ ない道で ある」7〕と述べ

られている。

数あ る著作 の中か らその代表的である と考 えられ る2つ の著作 を取 り上 げ,

その所説 を検討 したが,電 気通信事業 の研究 において,「 公的規制」論者 は少

数 に とどま り,「規制緩和 ・競 争尊人政策」論 を唱え る論者が優 勢 な状況であ

るといえよう。

今後の立論のためあ らか じめ筆者の立場を明確 に してお くと,筆 者は 「公的

規制」論の立場に立つ もので あるが,先 述の 「規制緩和 ・競争導入政策」論者

との違い は,「 消費者の利益」 に関わ る点で あ る・ これ ら 「規制緩和'競 争導

入」を唱える論者 に共通 に見 られ る点は,競 争を導入す る ことによって価格が

下が り,そ の ことが 「消費者の利益」 につ なが る との立論であ り,「消費者の

利益」が強調 され るが,そ の消費者 の中に,年 齢 ・所得 ・人種 ・障害の有無な

ど多様な階層 の消費者が存在 してい ることにつ いて深 く検討 することが な く,

いわゆ る 「社会的弱者」 といわれ る階層や富裕な階層な どをひとくくりに 「消

費者」 として扱 っている点で ある。

この点につ いて,先 ほ ど取 り上げた植草氏は,こ れ らの論者 のなかで例外的

に 「福祉料金制」 について言及されてい るので,や や長 きに渡 るが正確 を期す

ためその主張 を引用する と 「公益事業や通信 ・運輸産業のサー ビスは生活必需

的であ右ので,低 所得者,老 人,身 体障害者等 に対 して は料金 を適正原価 以下

の 水 準 に す る よ う に 要 請 さ れ る こ と が あ る(い わ ゆ る 『福 祉 料 金 制 』)。 し か し.

7)植 草益 「公 的規制 の経済学』 筑摩書房.1991年,275-276ペ ー γ。
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一部 の需要家へ の適正原価以下 の料金 は価格差別 を意味す るので,『 経営財務

安定化 の確保』 の料金設定 目標 に反す る。さらに事業者 も規制当局 も,い か な

る福祉対象者を選択 して福祉料 金制を採用すべ きか について選択基準 をもって

お らず,ま た利害対立が発生 した場 合に利害調整 の手段 を もたない。 そのため

公益事業 においてい ったん福祉料金制が導入される と,無 原則 的に採用され,

拡大す る恐れがある。それゆえ規制産業 において福祉料金制を導入することは

回避 されるのが原則 となる。 もし公益事業サービスに福祉料金制が採 用され る

ときには,社 会保障を担当する官庁が議会の民主的プロセスを経た決定 に従 っ

て事業者 に補助 金を支給 す るとい う形態で実施 され るのが望 ま しい」B,と述べ

られてい る。

このように 日本においてこれ らの課題が提起 され る時,こ の種の問題は 「社

会保障」 の一部 として提起され,事 実 日本 の電話事業 の場合,地 方 自治体の財

政負担に よって 「福祉電話」 として小規模 に取 り組 まれているにす ぎない。本

稿の課題 は,後 述す るアメ リカ ・カリフォルニアにおいてみ られ るように,

「社会保 障」 の一部 としてで はな く,電 話事業 の料金政策 の中に これ ら 「低 所

得者 のための割引料金制」 を組み込み,そ の社会的弱者の電話利用を拡大す る

方向での問題提起である ところにその特徴がある。敷衍す るならば,筆 者 の立

論は,こ の 「消費者」の中の 「社会的弱者」 といわれ る階層 に視点を据え,そ

の生存権 ・人権 を保障す る立場か ら考察 している点に,そ の相違があ る。電話

事業にお ける消費者保護政策 といった場合,「 競争 の導入 によって価格が下が

る」 とい うことで はな く,経 済状態 の悪 い消費者や障害を もつ消費者等 に対 し

て も,そ の生存権の一部 として通話(対 話)を 保障す ることであ り,例 えば,

老人の健康 に障害がおこった とき緊急 に通話 しうる権利や,つ ね に医師 と相 談
』

しうる権利を保障 してい くとい うことで あ り,ま た経 済状態 の悪い消費者で も,

今や 「電話を利用 したコ ミュニケーシ ョンは人 々がそのコ ミュニティで生 きて

い くための必需であ り人権」である との立場か ら,そ のよ うな消費者を保護 し

8)同 上,70ペ ージ。
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てい くとい うこ とで あ る。 この よ うな立論 は,こ の間 の 「規 制緩和(民 営化)」

論 を扱 った議 論 の 中で ほ とん ど顧 み られ る こ とが な く,そ の 意味 か ら も独 自の

意義 を もつ もの と考 えて い る。

本 稿 にお い て は,こ の よ うな電 話事 業 にお け る消 費 者保 護 の 問題 につ い て,

特 に,低 所 得 者 階 層 に属 す る 人 々 に も電 話 を持 て る よ うな低 料 金 サ ー ビス ・

「ユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビス」 につ い て 考察 す るが,ま ず その 前提 条 件 と して,

第2章 で,「 ユ ニバ ー サ ル ・サー ビス」 の概 念 を め ぐる論 争 をサ ーベ イ し,ま

た この よ うな社 会 的弱 者 に電 話 サ ー ビス を保 障で きる よ うにす る議 論一 特 に,

1984年 の 「AT&丁 分 割 」 を ひか え,市 内 電 話料 金が 上 昇す る と予 想 さ れ,そ

の こ とか ら 「電話 サ ー ビス」が うけ られ な くな る人 々が増 加 す るので は ない か

との予 想が な され,そ のた め の方 策 を検討 す る議 論 が ア メ リカ議 会 に おい

て検 討 され たが そ の公 聴 会 で の議 論 を中心 に言及 す る。 最後 に,第3章 で は,

本稿 の課 題で あ る 「ユ ニバ ー サ.ル ・サー ビス」 の問題 を,こ のユ ニ バー サ ル ・

サー ビスを担 保 す る 「ライ フ ライ ン」・「リンク ア ップ ・ア メ リカ」 プロ グ ラム

を 中心 に考察 す る こ.とに した い。

11ユ ニバ ー サル ・サ ー ビスの概 念 につい て

1.ユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビスを め ぐる概 念論 争

「ユ ニ バー サ ル ・サ ー ビ ス」9,をめ ぐる概 念 につ い て は,自 ら も電話 事 業 に従

9)「 ユ ニ バ ー サ ル ・サ ー ビ ス 」 に つ い て は,IthieldeSolaFool.ForecastingtheTelephone:A

RetrospectiveTechnologyA∬ θ∬ment,Norwood,N],ABLEXPublishingCorporation,1983;

IthieldeSolaPool,'℃ompetitionandUniversalService:CanWeGetThereFromHere?"in

HarryM,ShooshanIII,ed.,DisconnectingBell:TheImpactoftheA9&TDivestiture,New

York,PergamonPressInc.,1984;GeraldW.Brock,"Universalservicewithextensivecompeti.

tion",inJamesMiller,ed.,TELECOMMUNICATIONSANi)EQUITY:PolityResearch

1∬raes,Amsterdam,NORTH-HOLLAND,1986;KennethLipartito,TheBellSystemandRe-

gionalBasine∬TheTelephoneintheSouth,1877-1920,Baltimore,TheJohnsHopkinsUni-

versityPress,1989;JillHills,"Unlver5ロIse【vice二Libora且i乙atioロandprivatizationoftelecom.

munications".TelecommunicationsPolity,Vol,13,PP.129-144;HerbertSDordick,"Theori-

B'・・ 。funlv・ ・s・1・e・vi・e・hi・ …y・ ・ad・ …min・n・ ・ft・1…m…i…b・ ・p・h・y闘 ㌧%'・ …

munication∫Policy,Vol.14,pp.223-231.等 も 参 照 の こ と 。
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事 され電 話 事業 に詳 しい林 紘 一郎氏 並 び に ロン ドン中央技 術 大 学 の ガー ナ ム教

授 の所説 を中心 に検討 す る ことに しよう。林氏 は,そ の著作 『ネ ッ トワーキ ン

グの経 済 学』 の 中で,「 ユ ニ バ ーサ ル ・サ ー ビス とい う用 語 は,電 話 事 業 に携

わ る人々 の 間で は 日常語 とな ってい るが,改 め て その語 源 を探 り,正 確 な定義

をす るとな る と意外 に難 しい こ と.がわか る」L。1と述 べ られ て い る。

ユ ニバ ー サ ル ・サ ー ビスの概 念 につ い て は,欧 米 諸 国 ま た論者 に よ って も相

違 が あ るが,ま ず ヨー ロ ッパ に おけ る概 念 をニ コ ラス ・ガ ーナ ム教 授 に よ って

作 成 され た 「ユ ニバ ーサ ル ・サ ーービスー その 目的 と現実 を国 際 的な 比較で 探

る 」 と題 す るOECDの 報 告書 か ら検 討す る。氏 は この報告 書 の 中で,ユ

ニバ ーサ ル ・サ ー ビス とい う概 念 を明 らか にす るた め には,次 の3つ の副次 的

概 念 にわ けて 考 え る必 要 が あ る と して 「① 『地 理 的 に普 遍 的 な 利 用 可 能 性

(universalgeographicalavailability)』 とい う概 念 一 純 粋 に ア ク セ ス上 の概

念,② 『ア クセ ス上 の無 差 別性(non-discriminatoryaccess)』 とい う概 念。

す なわ ち,す べ て の利 用者 を価 格 水準 ・サ ー ビス水準 の面 で等 し く扱 う とい う

こ と。 こ の概 念 は,コ モ ン ・キ ャ リア事 業 とい う概 念 と関連 す る もので あ る。

この2つ は,基 本 的 に見 て,ユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビス に関 す る受動 的 な概 念 で

あ る とい え る。そ して最後 に も う1つ,③ 適 正 コス トない し手 頃な料 金 とい う

考 え に基 づ く 『普 遍 的 な普 及(universalpenetration)』 とい う概 念 が あ る。 こ

れ は上 記 の2種 よ りも積極 的 な概 念 とい え よ う。」mと 述 べ られ て,そ の概 念規

定 を され て い る。 ま た,1987年 にEECか ら発 表 され た 「電気 通信 に関す る グ

リー ン ・ペ ーパ ー」 も紹 介 され,「 ユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビス とは次 の よ うな意

味 に解 さ れ るべ き もの とさ れ」 「① ユ ニ バー サ ル ・サ ー ビス は,地 理 的 に全 般

を網 羅 した サ ー ビス と して提 供 され る もので あ る。② サー ビス提 供 者 の営 業地

域 内,あ るい は フ ラ ンチ ャイズ地域 内で の利 用者 の 所在 地 や ネ ッ トワー クへ の

10)林 紘 一 郎 著rネ ッ ト ワ ー キ ン グ の 経 済 学 」NTT出 版,1989年,201ペ ー ジ 。

11)NicholasGarnham,'`UniversalService=ObjectivesandPracticeinInternationalComparison"

(邦 訳,「 ユ ニ バ ー サ ル ・サ ー ビ ス ー 一そ の 目 的 と 現 実 を 国 際 的 な 比 較 で 探 る 一 」r海 外 電 気 通

信 」 工989年8月 号,6ペ ー ジ 。)
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接 続 コ ス ト等 とは無 関係 に,す べ ての利 用者 に対 して,同 等 と認 め うる条件 を

もって 利用 者か らの要 求 に基づ き提 供 され る もので あ る。」し2〕との 紹介 をされ て

い る。 この よ うな ヨー ロ ッパ に お け る概 念規 定 をさ れた ガー ナ ム教 授 は,「 こ

の よ うに して,ユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビスをめ ぐる ヨー ロ ッパ の関 心 には,料 金
'

改訂 が ユ ニバー サ ル ・サ ー ビスに及 ぼす 影響 や,低 所 得 者層 が電 話 サ ー ビスを

受 け られ な くな る こ.とをめ ぐって北米 で 表明 され てい る懸念 は,反 映 され て い

な い」 「ヨー ロ ッパ で は,電 話 はぜ い た く品 との 見 解 が 今 な お根 強 い こ とを

は っき りうかが わ せ る状 況 といえ よ う。押 と も述べ てい る。

次 い で,林 氏 の所説 の検討 に移 るが,氏 も ガー ナム教 授等 の2つ の報告 書 を

紹 介 され た後,ユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビスを語 る場 合 に必 ず 引合 い に出 され るセ

オ ドア ・ベ イル を紹 介 さ れて 「『ユ ニ バー サ ル ・サ ー ビ ス』 を考 え る際 に は,

そ の用語 が 用 い られ る よ うに な った歴 史的 な文脈 を忘 れ て は な るまい 。私 が知

るか ぎ り 『ユ ニバ ーーサ ル ・サ ー ビス』 を最初 に説 いた の は,AT&Tを 中心 と

した 旧 ベ ル ・シス テ ム の 「中興 の 祖 」(ジ ョン ・ブ ル ック スの 命 名)と して 知

られ,1878-87年 と1907-20年 とい う20世 紀 へ の 変 り目の前 後2回 にわ た って

AT&Tの 社 長 を勤 め た,セ オ ドァ ・ニ ュー トン ・ベ イ ル氏 で あ った。 当 時 の

ア メ リカの 電話事 業 は,い まで は想像 で きないか も しれ ない が,ベ ル系 電話 会

社 の数十 社 と独 立 系(非 ベ ル系)の 数 万 社 とが 入 り乱 れ て拡 張 と顧 客 の争 奪 を

繰 り返 し,同 じ市 内 に二 重 の投 資が なされ た り,お 互 い に相 互接 続 を拒否 した

り,吸 収合 併 を頻 繁 に行 な う とい う混乱 の時 代 で あ った 。 この よ うなな かで ベ

イ ル は 『1つ の 通 信 系 が 一 定 の方 針 の 下 に全 国 に サ ー ビ スす る』(OneSys-

tem,OnePolicy,UniversalService)と い うス ロー ガ ンを掲 げ,ベ ル ・シス テ

ム の内部 に明確 な 目標 を与 え る と同時 に,自 然的 独 占性 に基づ く公益 事 業 と し

て の 産業 秩 序 を築 きあ げ,1984年 の 旧AT&Tの 分 割 まで4分 の3世 紀 にわ

た って維持 さ れ て きた,企 業 王 国 の礎 を築 くこ とに成功 した ので あ った」ヒ"と

12)同 上,7ペ ージ。

13)同 上,8尽 一ジ。

14)林,前 掲書,202・・203ページ。
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述べ られ てい る。最後 に,以 上 の議 論 をま とめて 「私 流 に見 る と,そ の 流れ は

次 の3つ に 大 別 で き る。 ① 自 由 化 の 流 れ の 中 か ら 『音 声 電 話 サ ー ビ ス』

(VoiceTelephony)を 除 外 し,こ れ を公 的独 占 にす る こ とに よ って 従 来 どお

り 『ユ ニバ ー サ ル ・サ ー ビス』 を維 持 しよ う とす る方 法 一 ヨー ロ ッパ 大 陸諸 国

が とってい る態 度 で,前 述 の 『グ リー ン ・ペ ーパ ・・』 も この立 場 を支持 して い

る。② 自由化 の 流れ の 中か ら,市 内 ほ た は域 内)電 話 サ ー ビス を除外 し,こ

れ に法 的独 占 を認 め る と同時 に,長 距 離通 信 事業 者が,そ の設備 を使用 す る際

には 『使 用 料』(accesscharge)を 払 わ な けれ ぼ な らない こ と と して ,旧 来 の

内部 相互 補 助 の仕 組み の一部 を温存 す る方 法一AT&丁 分割 後 の アメ リカが

採 用 して～・る。 ③ す べ て の電 気 通信 分 野 を 自由化 す るが,『 ドミナ ン ト』 な コ

モ ン ・キ ャ リア(dominantcarrier>だ け に 『ユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビス』 の提

供 義 務 を課 す とい う方 法 イ ギ リス政 府 はBT(BritishTelecom)の 事 業

認可 の際,そ の条 件 を付 し,日 本 で は 『日本 電信 電話 株式 会 社 法』 に次 の条 項

が あ る。第2条(責 務)会 社 は,前 条 の事 業 を営 む に当 た って は ,常 に経営 が

適 正 かつ 効 率 的 に行 なわ れ る よ うに配慮 し,国 民 生活 に不 可 欠 な電話 の役務 を

適 切 な条 件 で公 平 に提 供す る こ とに よ り,当 該役 務 の あ まね く日本全 国 にお け

る安 定 的 な供 給 の確 保 に寄 与 す る と と もに,(中 略)も って公共 の福 祉 の増 進

に資 す るよ う努 め な ければ な らない。 この よ うな各種 の工 夫 か ら感 じられ る こ

とは,一 方 で,技 術 革 新 に よ る コ ス ト削減 効果 が 利用 者 に還 元 され る こ とを促

進 しなが ら,他 方 で,そ の効 果 が及 ぶ過 程 に利 用 者層 によ って時 差が あ る こ と

を認 識 して,そ う した 『利 益 を 享受 す るのが もっ と も遅 くな る層 』 に対す る配

慮 を加 え る,と い うこ とで あ る。」 「いず れ にせ よ,こ の よ うに して再 び 『ユ ニ

バ ーサ ル ・サー ビス』 概 念 が大 きな論 議 を呼 んで い る とい う ことは
,コ モ ン ・

キ ャ リア離 れが 限 りな く進 行 す る一 方 で,同 時 にそ の役割 が再 認 識 さ れつつ あ

る,と い う ア ンビバ レン トな状 況 を反 映 して い るか らに ほか な らな い」凶 と結

ぼれ てい る。

ユ5)同 上,204-207ペ ージ。
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以上,ユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビスの概 念 を,そ の代 表 的論 者 で あ る と考 え られ

る ガー ナム教授 並 び に林紘 一郎 氏 の所 説 を中心 に検 討 して きた。 こ こに もみ ら

れ るよ うに,同 じ 「ユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビス」 とい う言葉 で も国 に よ りまた論

者 に よってそ の理解 に は微 妙 な相 違 が あ る。 ガー ナ ム教 授 が いみ じ くも述 べ ら

れ てい るよ うに,ヨ ー ロ ッパ に おい て は,そ の普 及 率 が まだ アメ リカの水準 に

到達 して お らず したが って 「電 話 をぜ いた く品」 と考 えて い るが,ア メ リカで

は電 話 の普 及率 は世 界 一で あ り,ア メ リカで は以 前 か ら 「電 話 はぜ い た く品で

はな く,権 利 で あ る」16}と考 え られ て お り,こ の あた りに認 識 の 相 違 が あ る と

い え よ う。 ち なみ に筆 者 の 「ユ ニ バ ーサ ル ・サ ー ビス」 理解 は,「 公 的独 占」

で その 「内部相 互補 助 」体 制 を残 し,端 的 にい うな らば 「日本全 国 あ まね くど

こで も一 僻 地 で あ ろ うが 離 島で あ ろ うが一 低 料金 で 電 話 サー ビス を享受 で

きる こと」 と理 解 してい る。

以 上で ヨー ロ ッパ ない し 日本 にお け る 「ユ ニ バ ーサ ル ・サ ー ビス」 概 念 を検

討 したが,次 第 で は ア メ リカに お けるそ の理解 を検討 しよ う。

2.ア メ リカ議 会 に お ける論争 を中心 に

先 述 の とお り,「 ユ ニ バ ーサ ル ・サ ー ビス」 とい う言葉 は,セ オ ドア ・ベ イ

ルに よ って初 めて使 わ れ た もので あ るが,ア メ リカの連 邦 電気 通信 政 策 の要 石

で あ る1934年 通 信法 の 第1条 に も,「 アメ リカ合 衆 国 の す べ て の人 々 に,で き

るだ け,素 早 く効率 的 に,全 国 的 にまた全 世界 的 に,必 要 に応 じた施 設 と合 理

的 な料 金 で,電 信 及 び ラジ オ の通 信 サ ー ビスを使 え るた め に」1"と の,「 ユ ニ

バ ーサ ルサ ー ビス」 の理念 が伺 え る。 この 「ユ ニ バー サ ル ・サー ビス」 の理 念

は,ア メ リカ電 話事 業 におい て長 年 に渡 り広 範 に支持 を得 た概 念 で あ ったが,

電話 事業 にお け る 「技術 革 新」 → 「規 制緩 和 ・競 争導 入 」 →AT&Tの 分割 と

16)r)avidC.Sweet段ndKathrynW.Hexter,Public顔 枷8∫and`庖epoor.NewYork.Praeger

Publishers,1987,P.94.

17)1と 圏id.,P,93.
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い う流 れ の なか で,市 外 電 話市 場 に お ける競 争(「 市外 電 話料 金 の低 下」)と あ

い ま って そ の不 足 を補 うべ く市 内電 話料 金 の上昇(「 ユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビス」

の後 退)が 予想 され る こ と とな った。本節 で は,こ の 「ユ ニ バー サ ル ・サ ー ビ

ス」 後退 に対 す る対 応 を ,特 に,ア メ リカ議 会 に おけ る公聴 会 の議 論 を 中心 に

検討 す る こ とに しよ う。

この 「ユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビス」 後 退問 題 に対 処 す べ く多 数 の委 員会 が設 置

され た が,例 え ば,全 国知事 会 は,ユ ニバ ー サル ・サ ー ビスの ため に専 門委 員

会 を1983年 に設 置 し,そ れ は2つ の任 務,す なわ ち 「第1に ,FCC(連 邦 通

信 委 員会)並 び にAT&Tの 司法 決定 の イ ンパ ク トに公 の立 場 で敏 感 に対応 す

る こ と,第2に,ユ ニ バ ーサ ル ・サ ー ビスへ の脅 威 を解 決す るため の積 極 的 な

行動 を素 早 く行 い,議 会 に影響 をあ た え るこ と」且8,を目標 にあ げ てい る。 この

専 門委 員 会 は,ユ ニ バ ーサ ル ・サ ー ビス に与 えて い る脅威 を証 明 す るデー タを

公 表 し,基 本電 話 サ ー ビス は,ア メ リカの住 宅 の90%以 上 に利 用 され て い る と

同時 に.予 想 された 市 内電 話料 金上 昇 が,若 者,黒 人,そ して農 村居 住 者 に最

も重 くの しかか って い るこ とを示唆 した。 この イ ンパ ク トは,第1表 に表れ て

い る。

これ らの予 期 され た イ ンパ ク トを改 善 す るた め,多 数 の 法案 が アメ リカ議 会

に上 程 さ れ た。 ここで は,こ れ らの法 案 の中で 最 も重 要 と考 え られ る1983年 ユ

ニ バ ーサ ル電話 保 護 法(UniversalTelephonePreservationActof1983)を
,

なか んず くそ の審議 過 程で の発言 を中心 に考 察 す るこ とに しよ う。

この法 案 を支持 す る証言 の中で,例 えば,ノ ー ス カロ ラ イナ公益 事 業委 員 会

の コ ミ ッシ ョナ ーで あ り,ま た全 国公 益事 業委 員 会 の通信 委 員 会 の議長 で もあ

るエ ドワー ド ・ヒ ップは,以 下 の よ うに述 べ注 意 を喚 起 した。 「(法案 を支持 す

る)主 要 な理 由 は,我 々が眼 下 にみ て い る電 気 通信 規 制 にお け る騒動 で あ る。

なぜ な ら,規 制 緩和 の変 化 が多 大 な ものに な る こ とに よ って料 金 上昇 が お こ り,

そ の こ とに よ って,相 当 た くさん の利 用者 の重 荷 にな る と我 々は感 じるか らで

18)'占f4,p.95,
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第1表 住宅用基本電話サー ビスの推定比率

(料金が上昇 した場合 の推定比率)

基本 50% 100% 200%

全 体

若 者

黒 人

農村居住者

貧困層

若 者

黒 人

農村居住者

者

層

者

人

柱

困

居

貧

若

黒

村

最

農

91.52

85.39

86,37

88.84

83.81

72.18

75.25

79.26

79,28

64.99

69.21

73.85

88,15

80,12

81.38

84.59

78.12

64.14

67,7ユ

72,48

72.48

56.14

60.78

66.07

83.59

73.54

75.08

79,10

71.11

55.22

59.12

64.50

64.53

46.88

51.66

57,31

70.92

56.92

58.89

64.38

53,93

36,97

40.74

46.34

46.38

29.56

33.69

38.96

(出 所)U,S.Congress,HearingbeforetheSubcommitteeonHousingandConsumer

InterestsoftheSelectCommitteeonAgingHouseofRepresentatives,7セ ♂8-

phoneRateIncreasesandtheElderly,98thCong.,1stsess.Comm.Pub.No.

98-420(Washington,D.C.:U.S.G.P.0.,1984)p.36,

あ る。」ユ9}

法 案 の中 で述 べ られ た主 要 な 目的 は,「 国 民 の経 済 的,政 治 的,そ して社 会

的生 活 におい て十 分 に満足 のい く基本 的 な通 信 サ ー ビス を,ア メ リカ合衆 国 の

すべ て の人 々に,合 理 的で,確 実 に,そ して 効率 的 に利 用 で きる よ う保 証 す る

こ と」 で あ った。 法案 に関 す る公聴 会 は,多 数 の州規 制 当 局者 の関心 をひい た

が,こ れ らの公 聴 会で の報 告 は,以 下 の よ うに述べ て い る。 「議 会 は,顕 著 な

料 金 上昇 が た くさ ん の ア メ リカ人,特 に,貧 困層,老 人,障 害者,そ して高 い

コス トのか か る農村 地域 に住 む人 々が,彼 らの電話 サ ー ビスの 享受 をや め る こ

19)U.S.Congress,J⊂ 〕intHearings,Com【ni止teeonCommerce,Science,andTransportation,U.S,

Senate,andtheCommitteeonEnergyandCommerce,U.S.Houseo!Representatives,σ η細 断

5副718妙hon`3伽 ガ`ePre∫8π1α ご!onA`tof1983,98thCong.,1stsess,Hrg.98-253(Washington,

D.C、=U.S.GovemmenしPrintingOffice,1983),p.118
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とを余 儀 な くされ てい る こ とによ ってユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビスに脅威 を与 え る

で あ ろ うこ と,ま た,国 家 的 に重要 な こ とは,電 話サ ー ビスが あ まね く合理 的

な料 金 で利 用で き るよ う継 続 させ る ことを要 求す る こ とであ る。」20,

この よ うに電 話 事業 にお け る 「ユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビス」 を維 持 しよ うとの

議 論 が な され たが,こ の議 論 の 中心 問題 は,「 ア クセ スチ ャー ジ」 に関 す る も

ので あ った 。 この ア クセ ス チ ャー ジ とい うの は,市 内 電 話会 社 が彼 らの固定 費

を回収 す るた めの 手段 と して案 出 した もので あ る。市 内 電話 会社 の設備 は,そ

の電 話 事 業 の特 性 ゆ え に市 内回線 と市 外 回線(長 距離 回線)の 両方 に使 わ れ て

い た もので あ り,従 来 の 「内部 相 互補助 」の もと,市 内固定 費 用 の一部 は市 外

回線 部 門の収 入 か ら補 填 され て いたか らであ る。 市外 電 話料 金 が競 争 に よ り低

下 して い くにつ れ,そ の収 入 を埋 め るべ く市 内電 話料 金 が上 昇 す るわ けで あ る

が,そ の市 内電 話 料金 の上 昇 の一 部 を この ア クセ スチ ャー ジ徴収 で 補 お うと し

たわ けで あ る。

この 「ア クセ スチ ャー ジ」 に関 しての議 論 を紹 介す る と,例 え ば,1983年 ユ

ニ バ ーサ ル電 話 保護 法 に関す る公聴 会 の 中で,ア メ リカ下院 エ ネル ギー ・商業

委員 会 の議 長 で あ るジ ョン ・デ ィンプ ル議 員 は,ア クセ スチ ャー ジ決定 に関 す

る グ リー ン判 事 の 公判 録 を読 み上 げ 「今や す べ ての住 宅 の91%が 電 話 を所 有 し

てい る。FCCが その 導入 を図 ろ う と考 えて い る ア クセ スチ ャー ジ は こ こ2-3

年 の間 に7ド ルに達 す るが,こ の 時,極 貧 黒 人 の60%,農 村 地域 に住 む極 貧層

の65%,そ して 貧 しい若 者 の58%が 電話 サー ビスか ら ドロ ップす る と見 積 られ

て い る」 「我 々が,電 話 な らび に電 気 通信 サ ー ビ スを,で き るか ぎ りよ り広 範

に利 用 で きる こ とを意 味 す るユ ニ バーサ ル ・サ ー ビス を持 た ね ば な らない とい

うの が,議 会 の政 策で あ る.こ の ア クセ スチ ャー ジに関 す るFCCの 決 定 は,

我 々 の社 会 に お け る多 くの集 団,特 に,極 貧 層,農 村 地域 の 人 々 に,電 話 な ら

20>U.S、Cong陀55,House,Co【nmitteeonEnergyandCommerce,尺 卿r㍑ ゾ ぬ 《 】o隣 加 吻 εoπ

EnegyandCo〃2膨rceO"HR.410298thCong.,1stsess,ReporしNo98-479(Washington,D.

C.=GovernmentPrintingOffice,1983)p.2,
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び にた くさ ん のサ ーービス を利 用 す る点 で,重 大 な分裂 状 態 を ひ きお こす ので は

ないだ ろ うか?」21,

以上 アメ リカ議 会 に お ける公聴 会 で の議論 ・発 言 をい くつ か紹 介 した 。 ここ

にみ られ る発 言 の要 旨 を ま とめ る と,市 内電 話料 金 の上昇(ア クセ スチ ャー ジ

の徴 収)に よ って 「ユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビス」 が後 退 す るの で は ないか,特 に,

そ の影響 は社会 的 弱者 で あ る貧 困層,老 人,収 入 の少 な い若 者,障 害者,マ イ

ノ リテ ィで あ る黒 人層,高 い コス トが か か る農村 地 域居 住 者 に しわ よせ が い く

の では ない か,と い うこ とで あ った。

それで は,1984年 にAT&Tが 分 割 されて 「ユ ニバ ーサ ル ・サ ー ビス」 が後

退 した のか,こ れ らの社 会 的弱 者 の電 話 サー ビスが後 退 した のか ど うか,こ れ

が次章 の課題 で あ る。

2ユ)U.S.Congress,JoinヒHearings,PP.72-73.


